
弁護士が
わかりやすく
説明します

原告団の皆さ
んどなたも対
象者ですよ

裁判を進
める上での重
要なポイント
を理解しま
しょう

お問い合わせ

第2次新横田基地公害訴訟原告団

瑞穂支部

清水幸一 090-2300-9693

裁判がいよいよスタートしました。

しっかりと訴状の内容をつかみま

しょう。

午後１時30分～3時30分

訴訟のポイント

支部勉強会

９月8日(日)

持ち物：訴状 (必ず持参してください）

会場：むさしのコミュニティー
センター 第１学習室


